
 
 

2024 年 10 月 16 日 
中国電力株式会社 

 
島根原子力発電所 ２号機原子炉建物西側における火災について 

 
１．事象確認日時 

2024 年 9 月 7 日（土）9 時 05 分 
 
２．事象発生場所 

島根原子力発電所２号機原子炉建物西側 ＜添付資料（１）参照＞ 
 
３．発生状況 

2024 年 9 月 7 日（土）9 時 05 分頃、2 号機原子炉建物西側における溶接作業中に、溶接機

付近のコンクリート養生マットからの出火を協力会社社員が確認し、同日 9 時 06 分頃、消火器

により消火した。その後、同日の 9 時 44 分に松江市北消防署へ通報した。 
同日の 10 時 13 分に、松江市北消防署による現場確認の結果、「火災」と判断された。 

＜添付資料（２）、（３）参照＞ 
 
４．時系列 

2024 年 9 月 7 日（土）事象発生時の時系列は、以下のとおり。 
8 時 20 分頃 溶接機等の各種設備の始業前点検を実施した。 
8 時 50 分頃 溶接作業を開始した。 
9 時 05 分頃 協力会社社員が現場内仮設足場上を通行中に発煙を発見したため、直ちに現

場代理人に連絡し、発煙箇所に向かった。発煙箇所において、コンクリート

養生マットが燃えているのを確認したため、溶接機近傍に備えていた消火器

により消火を行った。 
 （消火範囲：約 1m×約 2m）。 
9 時 06 分頃 協力会社社員が消火を確認した。 
9 時 11 分頃 現場代理人が現地へ到着し、消火を確認した。コンクリート養生マットの切

れ端（約 1m×約 1m）が燃え、均しコンクリート上に約 0.5m×約 0.5m の

焼け跡を確認した。 
9 時 18 分 協力会社社員が中央制御室（当直長）へ連絡した。 
 （9 時 25 分に連絡（通話）終了） 
9 時 42 分頃 当直担当者が現地へ到着し、現場状況および消火を確認した。 
9 時 44 分頃 当直長が松江市消防本部へ通報した。 

10 時 11 分頃 松江市北消防署が発電所に到着した。 
10 時 13 分頃 松江市北消防署が現場において鎮火を確認し、「火災」と判断した。 
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５．事象発生時の現場状況 
2024 年 9 月 7 日（土）の事象発生時（溶接作業時）の現場状況は、以下のとおり。 

＜添付資料（２）参照＞ 

  2024 年 9 月 7 日（土）の溶接作業は、火災発生場所（溶接機近傍）から離れた場所で実

施していた。 
  溶接機近傍において、他の火気作業は実施していなかった。 
  溶接作業においては、万力タイプ溶接アースを溶接機近傍の仮設鋼材（L 型アングル

（以下「アングル鋼材」という））に設置していた。 
  溶接作業は、当社要求事項である工事管理仕様書の記載内容に基づき計画され、実施さ

れていた。 
 
６．火災現場の検証状況 
  火災現場の検証状況は、以下のとおり。 
  なお、9 月 7 日（土）の事象発生当日は、当社および協力会社立会いの下、松江市北消防署

による火災現場の検証が実施された。 

（１）事象発生当日の現場検証 
  溶接機の回路電流が流れる範囲に、可燃物（コンクリート養生マットの切れ端：約 1m

×1m）が残置されていたことが確認された。 
  残置されていた（燃えた）可燃物の上部に、溶解した結束線があることが確認された。 
  残置されていた（燃えた）可燃物の近傍に、残置されていた溶接ケーブルの被覆の一部

が溶けていることが確認された。なお、溶接ケーブルが接続されていた溶接機は、事象

発生時、使用されていなかったため（溶接機の電源は OFF）、溶接ケーブルの被覆の損

傷が要因で可燃物が発火し、火災が発生したものではないことが確認された。 
  松江市北消防署により、火災発生時と同様の条件（同じ溶接作業状況）で、再現検証が

実施されたが、結束線が溶解する事象は確認されなかった。 
  松江市北消防署より、現場状況から、溶接機の回路電流経路内の結束線が溶解し、溶け

落ちた金属の熱量により、残置されていた可燃物が発火し、火災が発生したと推定され

る旨の説明があった。 
 

（２）当社における検証 
  2024 年 9 月 9 日（月）に、事象発生当日における溶接機の回路電流経路内全体の現場確

認を実施し、当該箇所以外に結束線が溶解している痕跡は確認されなかった。 
  2024 年 9 月 17 日（火）に、鉄筋加工場において火災発生時の再現検証を実施し、通常

作業時と同様の条件では、結束線が溶解する事象は確認されなかったが、結束線に電流

が流れる条件（アングル鋼材と鉄筋の隙間有り）を模擬したところ、結束線の溶解が確

認された。 
＜添付資料（４）参照＞ 
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７．推定原因 
溶接作業場所において、回路電流経路内に可燃物があった場合には、溶接による火花等によ

り引火する可能性があることから、火災現場の検証を踏まえて、火災の発生要因として、溶接

作業場所において、「可燃物があったこと」および「発火する熱源があったこと」に対して、

要因分析図に基づき検討した結果、以下の原因を推定した。 
＜添付資料（５）、（６）参照＞ 

（１）「可燃物があったこと」に係る原因 
ａ．資材管理 

  資材の片付け不良 

可燃物（不要材の入った土嚢袋やコンクリート養生マット）が帰線クランプ近傍に放

置されていたが、火災発生場所近傍に仮置きされていた不要な可燃物が何らかの要因

（風で飛ばされた、片付け移動時に落とした等）で放置されたものと推定した。 
 
ｂ．作業管理 
  火気作業場所の点検不良 

作業開始前の状況確認の結果から、溶接作業場所は念入りに可燃物の有無を確認して

いたが、帰線クランプ周りについては、見渡す程度としていたため、可燃物を見落とし

たものと推定した。 

 
（２）「発火する熱源があったこと」に係る原因 

ａ．作業管理 
  回路電流経路の一時的な形成不良 

帰線クランプを設置する箇所で、アングル鋼材と鉄筋の接触面が小さい場合、結束線

に電流が流れる可能性がある。結束線に溶解熱量を超える電流が流れたことにより、結

束線が溶解し、溶け落ちたものと推定した。 

＜添付資料（４）参照＞ 
 
（３）その他 

火災発生の早期発見の観点で、作業管理において以下の要因を抽出した。 
ａ．作業管理 
  溶接機の帰線クランプ設置場所の不良 

帰線クランプの設置場所について、火気監視人が目視確認出来なかった場合には、異

常発生（スパーク）の発見が遅れる可能性がある。 

火災発生時の状況確認の結果、火気監視人の配置場所から、帰線クランプ設置場所

は、組み立てた鉄筋により目視できない状況となっていたため、異常を早期に発見でき

なかったと推定した。 
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８．再発防止対策 
８．１ 対策実施内容 

当該事象に係る推定原因を踏まえ、火災発生リスクの低減の観点から、以下の対策を実施す

る。なお、対策実施内容の実施状況は、表１のとおり。 
＜添付資料（５）、（６）参照＞ 

（１）「可燃物があったこと」に係る対策 
①不要材は、休憩毎および作業終了時にゴミコンテナに持っていくこととする。なお、飛散

の可能性があるものは、土嚢袋に入れて管理する。 

②溶接作業開始前に、作業区域内に可燃物が無いことを確認する。 

③上記①および②の内容を作業標準とし、作業手順書へ反映するとともに、関係協力会社全

体に周知し、徹底する。 

表１ 対策実施内容の実施状況 
推定原因 対策実施内容 対策時期 

①資材の 
片付け不良 

① 不要材は、休憩毎および作業終了時に

ゴミコンテナに持っていくこととす

る。なお、飛散の可能性があるもの

は、土嚢袋に入れて管理する。 

都度 
（2024 年 9 月 18 日実施） 

②火気作業場所 
の点検不良 

② 溶接作業開始前に、作業区域内に可燃

物が無いことを確認する。 
各溶接作業前に都度 

（2024 年 9 月 18 日実施） 

－ 
③ 対策実施内容を作業標準とし、作業手

順書へ反映するとともに、関係協力会

社全体に周知し、徹底する。 

作業手順書作成・ 
承認後直ちに 

（2024 年 9 月 18 日実施） 
 
（２）「発火する熱源があったこと」に係る対策 

  帰線クランプを設置する箇所でアングル鋼材と鉄筋の接触面が小さい場合、結束線

に電流が流れる可能性があることから、結束線に溶解熱量を超える電流が流れた際

には、結束線が溶解するおそれがある。このため、帰線クランプを設置する箇所で

アングル鋼材と鉄筋の接触面が大きくなるように、金具で取り付ける。本作業を作

業手順書に反映し、関係協力会社全体に周知し、徹底する。 
＜添付資料（７）参照＞ 

［作業手順を手順書へ反映済：2024 年 9 月 13 日］ 
 

（３）「その他」に係る対策 
今後の溶接作業にあたっては、火災発生の早期発見の観点から、以下の対応を実施する。 
  帰線クランプは、火気監視人が監視しやすいよう、溶接作業場所近くに設置する。

また、これにより、回路電流経路が短くなることから、早期発見による異常箇所の

発生リスクを低減させることができる。本作業を作業手順書に反映し、関係協力会

社全体に周知し、徹底する。 
＜添付資料（７）参照＞ 

［作業手順を手順書へ反映済：2024 年 9 月 13 日］ 
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８．２ 更なる対策 
更なる対策として、火災発生の早期発見の観点から、溶接作業時の遵守事項に帰線クランプ

は、溶接作業場所近くに設置することを工事管理仕様書へ反映する。 
 
８．３ 松江市北消防署による調査結果の反映 

松江市北消防署による最終調査結果から、追加対策の必要性が確認された場合には、適宜、

速やかに対応する。 
 

９．添付資料 
（１）火災発生場所 
（２）事象発生時の作業配置図 
（３）コンクリート養生マットカタログ 
（４）再現検証結果 
（５）要因分析図 
（６）要因分析と再発防止対策 
（７）帰線クランプ設置例（改善後） 

 以 上 
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中国電力㈱ 島根原子力発電所における火災発生位置図（その２）

×印 火災発生場所・焦げ跡確認箇所

放射線管理区域

敷地境界線

異常事象発生時の対応要領（第８章別冊）様式－６－１（３／３） 改正－７
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■事象発生時の作業配置図

溶解した結束線

1/2

結束線溶解部(拡大)

  アングル鋼材と鉄筋の結束部（拡大）
    火災発生部周り状況

  帰線クランプ(拡大)

※消火器使用直後の為、
消火剤で焼痕が隠れて
います。

全体配置図 北

⻄

南

東

消火作業後

外部足場

M21
工区M22

工区

M27工区

M23
工区

M28工区

火災発生エリア

鉄筋(D38)

消火状況(再現)

作業区域内(立入禁止区画)

溶接作業場所

火災場所

鍛冶工D(資材運搬) 鍛冶工C(資材運搬)

鍛冶工B(火気監視人)

鍛冶工A(溶接作業)

溶接作業エリア

作業区域内(立入禁止区画)

溶接キャプタイヤ(13m)

溶接機・帰線(アース線)

火災発生エリア 回路電流ルート(想定)

写真2

作業エリア周辺拡大図

溶接キャプタイヤ(13m)

帰線(アース線)

溶接機

帰線クランプ

アングル鋼材(L-50×50×6)

結束線(18番線：1.2mm)
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本顛末書のうち、マスキング箇所は
機密に係る事項のため公開できません。



2/2

写真１

写真２

火災場所

ス
ラ

ブ
段

差
≒
55
0㎜

発煙場所

溶接作業場所

不要材集積場所
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本顛末書のうち、マスキング箇所は
機密に係る事項のため公開できません。
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1 / 5

2024年9月7日（土）に発生した火災の再現検証を実施した。
結果は以下の通り。
・実施日時：2024年9月17日（火） 13：30〜14：00

検証条件：溶接機・ケーブル・帰線クランプは、現場で使用している同機種を使用
     結束線は、新品を使用し、２本結束（当該現場の結束線と同様）とする
     溶接機の使用電流は、火災発生時の溶接作業と同様とする

検証① アングル鋼材と鉄筋を接触させた場合

検証② アングル鋼材と鉄筋に２mmの隙間を設けた場合

検証③ アングル鋼材と鉄筋に４mmの隙間を設けた場合

結果を次ページ以降に示す。

検証回路

再現検証結果

一次側電源
溶接機分電盤

溶接機電源ケーブル

帰線クランプ

帰 線

溶接作業場所

アングル鋼材(L-50×50×6）

鉄筋（D38mm）：10ｍ

アングル鋼材(L-50×50×6）

結束線（18番線）

-10-

添付資料（４）



2 / 5検証①
アングル鋼材と鉄筋を接触させた場合

【結果】
  10分間溶接を行ったが、結束線は溶解しなかった。

各金属部の温度上昇も見られなかった（下記 測定結果）
外気温：35.3℃

経過時間
分 鉄筋(D38) アングル鋼材 帰線クランプ 結束線
0 48.0 46.9 45.2 46.7
1 50.9 46.5 47.0 45.6
2 57.0 49.8 46.8 46.1
3 49.6 49.0 50.4 45.2
4 49.9 49.3 54.4 45.8
5 48.6 49.6 53.2 45.6
6 48.4 49.3 52.4 45.5
7 47.0 49.4 50.9 45.7
8 50.5 50.2 51.6 45.1
9 49.4 49.2 51.5 45.3
10 45.6 51.2 50.3 45.7

検証①結束状況

測定部位温度 ℃

鉄筋（D38mm）

アングル鋼材(L-50×50×6）結束線(18番線）2本
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添付資料（４）



3 / 5

検証①終了状況
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添付資料（４）



4 / 5
検証②

アングル鋼材と鉄筋に２mmの隙間を設けた場合

 

検証②結束状況（隙間2mm）
【結果】
  溶接を開始すると結束線が熱せられて赤くなり、40秒後に結束線が

溶解した。

検証②溶接中状況

検証②終了状況

鉄筋（D38mm）

アングル鋼材(L-50×50×6）

隙間2mm
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5 / 5
検証③

アングル鋼材と鉄筋に４mmの隙間を設けた場合

【結果】
  溶接を開始すると結束線が熱せられて赤くなり、30秒後に結束線が

溶解した。

検証③終了状況

検証③結束状況

鉄筋（D38mm）

アングル鋼材(L-50×50×6）

隙間4mm
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推定原因の要因に対する再発防止対策

 ※1：可燃物が残置されていたことが主要因であるため、添付資料（６）にて根本要因と再発防止対策を整理する
 ※2：結束線の溶解熱量を超える電流が流れないよう、帰線クランプを設置するアングル鋼材と鉄筋の接触面を大きくする
推定原因の可能性ありの要因に対する再発防止対策

 ※3：帰線クランプは、火気監視人が監視できる近い位置に設置する［火災発生の早期発見の観点］

・当日の確認状況は、溶接作業場所は念
 入りに確認したが、それ以外の確認が
 不十分であった

・帰線クランプは堅固に固定できてい
 た ×

○※1

・前日、前々日と同し帰線クランプ設置
    位置となっていたが、作業場所を変更
    しても問題なく作業できていた

×

・火災発生後に確認したときは、接触
 面に隙間は見受けられなかったが、
 後日の再現検証では、接触面に隙間
 を生じさせた場合は結束線の溶解が
 生じた

要因分析図
要因

可燃物(コンクリート
養生マットの切れ端)
が燃えた

溶接作業場所近傍の
資機材管理の不良

風等で可燃物が移動
する

可燃物が火元となる
・火災発生場所周囲に、不要な可燃物が
 仮置きされていたか確認

・溶接機使用前点検の有無
・溶接機使用前点検を実施し異常が無
 いことを確認した ×

・帰線クランプが火気監視人から目視
   できない位置に設置されていた △※3・帰線クランプ取付位置及び溶接作業

 場所の目視確認ができていたか確認

溶接機本体及び溶接ケーブル
が損傷していた場合、漏電・
過電流でも電源が遮断されな
いため、発火する

溶接機本体が損傷していた場
合、漏電・過電流でも電源が
遮断されないため、発火する

帰線クランプの設置位置が遠
かった

溶接機の帰線クラン
プ設置場所の不良

火気監視人が目視できない位
置に配置され、異常が発見で
きない

溶接ケーブルの不良
溶接ケーブルの被覆が損傷し
ていた場合、損傷部からス
パークし発火する

帰線クランプの固定
方法の不良

帰線クランプの締め込みが甘
く、スパークして発火する

・火災発生場所近傍に、仮置きされた
 不要な可燃物が確認された ○※1

・帰線クランプ設置位置を作業場所に
 合わせて変更していたか確認

・帰線クランプは堅固に固定できてい
 るか確認

・溶接機使用の有無
・溶接ケーブルの被覆が溶けていたが、
 溶接機の電源がOFFとなっていた

・溶接機使用前点検を実施し異常が無
 いことを確認した ×

×

・溶接機使用前点検の有無

×

○※2

可燃物があった

発生事象

溶接機（作業時未使
用）から発火する

溶接機本体及び溶接
ケーブルの不良

調査内容

作業開始前の作業エ
リア(立入禁止区画)の
可燃物確認の不良

溶接作業場所のみ確
認する

溶接作業場所以外に可燃物が
あると火元となる

・作業エリア(立入禁止区画)に可燃物が
 無いことを確認

発火する熱源があっ
た

調査結果 分析結果

溶接機（作業時使
用）から発火する

溶接機本体の不良

・アングル鋼材と鉄筋の接触面の状態
 について確認

結束線に鉄の溶解熱量を超え
る電流が流れ溶解する

分析結果凡例
〇：推定原因
△：推定原因の可能性あり
×：推定原因ではない

一次側電源ケーブル
から発火する

一次電源ケーブルの
損傷

一次電源ケーブルの被覆が損
傷していた場合、スパークし
発火する

・電源ケーブルに損傷がないか
 確認

・電源ケーブルに損傷はなかった ×

・当該現場内のこれまでに使用した帰
 線クランプ設置箇所周辺で結束線が
 溶解した箇所があるか確認

・結束線が溶解した箇所は無かった

回路電流経路の一時
的な形成不良

回路電流経路の結束
線が溶け落ちた

-
1
5
-
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事　　　象 分析１（なぜ） 分析2（なぜ） 分析3（なぜ） 根本要因 再発防止対策 具体策まとめ 実施予定日

左記の対策を元請および協力会社に周知、徹底
する。

速やかに

朝礼動画に取り入れ、朝礼時放映し周知する。 毎日

作業終了時に不要材の片づけ状況を確認する。 毎日

溶接作業員は作業開始前に作業区域内に引火し
やすい可燃物がないことを確認する。

作業開始前

休憩後の作業再開時も上記内容を確認する。 作業再開前

作業手順書に上記内容を追加する。 速やかに

元請および協力会社全員に改定した作業手順書
の周知会を実施する。

速やかに

前日の夕方に一斉清掃を
行っていたため、作業当
日は溶接機設置場所付近
には可燃物は無いものと
考え、念入りに確認しな
かった。

前日の夕方に一斉清掃を行ってい
たため、作業当日は溶接機設置場
所付近には可燃物は無いものと考
え、念入りに確認しなかった。

作業区域内(立入禁止区画)に可燃物
が無いことを確認する。

火災発生場所近傍に、仮置き
された不要な可燃物が確認さ
れた。

コンクリート養生マット
が風等により帰線クラン
プ近傍に落下した。

不要となったコンクリー
ト養生マットが帰線クラ
ンプ近傍に集積されてい
た。

不要となったコンクリー
ト養生マットは、集積し
たうえで、片付けること
としていたが、風等によ
り帰線クランプ近傍に落
下するとは思わなかっ
た。

不要となったコンクリート養生
マットは、集積したうえで、片付
けることとしていたが、風等によ
り帰線クランプ近傍に落下すると
は思わなかった。

集積した不要材は、休憩毎および作
業終了時にゴミコンテナに持ってい
く。

風で飛びそうなものは、土嚢袋に入
れてしっかり口を閉じて管理する。

要因分析と再発防止対策

溶
接
機
近
傍
か
ら
の
火
災

コンクリート養生マット
切れ端がスラブ段差の下
に落ちており、見落とし
た。

溶接による火花が散る溶
接作業場所は念入りに確
認したものの、帰線クラ
ンプ周りは見渡す程度と
していた。

当日の確認状況は、溶接作業
場所は念入りに確認したが、
それ以外の確認が不十分で
あった。
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帰線クランプ設置例（改善後）

《鉄筋架台組立時》

61m盤 動力分電盤 41m盤 溶接機

1/2

一次側電源ケーブル（200V）
溶接機電源ケーブル

溶接機アース線
鉄筋架台（アングル Lｰ65×65×6）
（溶接作業場所）

電気の流れ

帰線クランプ

電源ケーブル側

帰線範囲

帰線クランプ（拡大）
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《埋込金物取付時》
方法①

61m盤 動力分電盤 41m盤 溶接機

方法②

61m盤 動力分電盤 41m盤 溶接機

2/2

一次側電源ケーブル（200V）

溶接機電源ケーブル

溶接機アース線

埋込金物（溶接作業場所）
帰線クランプ取付ヵ所
鉄筋（D38mm）＋アングル鋼材

電気の流れ
帰線クランプ

電源ケーブル側

帰線クランプ

溶接機アース線

埋込金物（溶接作業場所）
帰線クランプ取付ヵ所
鉄筋（D38mm）＋アングル鋼材SK

一次側電源ケーブル（200V）

溶接機電源ケーブル

溶接機アース線

電気の流れ

電源ケーブル側

帰線クランプ

帰線クランプ
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